
○建築確認申請における建築基準関係規定としての「宅地造成及び特定盛土等規制法」の確認フロー

　

※計画に変更が出てきた際は、各種法令に基づく変更許可等の写しを随時提出してください。

※補足:許可等が不要でも高さ2mを超える擁壁が計画される場合は、別途、建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要になります。

現地調査

許可等の要否を

チェックシートや図面に

より確認

宅地造成及び特定盛土等規制法に

基づく許可証の写し

※同法第12条、第16条、第30条、第35条各第1項

の許可

判断が困難

な場合※1

許可部局※2との事前協議

による許可の要否判断

宅地造成及び特定盛土等規制法施行

規則第88条に基づく証明書の写し

（ロ）及び都市計画法ほか

該当する法令に基づく許可証

の写し等

要

不要

要 不要②

※1 判断が困難な場合として、盛土等の高さの取り方などが想定されます。

チェックシート及び

チェック内容を示した図書

その他法令に

基づく許可等※2による

適用除外の有無

無

有

※建築確認申請時には、（イ）（ロ）（ハ）（二）のいずれかの書類の添付が必要になります。

不要①

※2 許可部局：三重県県土整備部建築開発課開発審査班または各建設事務所建築開発課
「その他法令に基づく許可等」については、別途、各法令の各窓口にご相談ください。

（イ）許可必要 （二）許可不要（適合証明）

（ロ）許可対象外

（ハ）みなし許可、許可適用除外


